
○太田市外三町広域清掃組合議会 定  

例会条例  

 

平 成 １ １ 年 ６ 月 １ 日            

条 例 第 ３ 号            

 

改正 平成１２年 ９月 １日条例第１号 

改正 平成１７年 ３月２８日条例第１号 

 

 太田市外三町広域清掃組合議会の定例会の回数は、年２回とする。  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

附  則（平成１２年９月１日条例第１号）  

 この条例は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１７年３月２８日条例第１号）  

 この条例は、平成１７年３月２８日から施行する。  

 


